
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成29年9月21日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

平成29年9月21日（木）午前9時～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 

総務課 篠宮課長 松田主査補 

３ 件名 

損害賠償請求訴訟に係る市の対応について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・弁護士と相談の上、原告団への弁護士報酬の支払いの協議を行うこと。 

・本件が最終的に終結した際には、総括を行い市民へお知らせすること。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



別 記 

 第１号様式その１（第４条第４項関係） 

平成２９年９月２１日 

付議書（行政経営戦略会議） 

            部課名（総務部総務課） 

１ 件名 

損害賠償請求訴訟に係る市の対応について 

２ 目的 

 平成２９年８月１６日戦略会議で決定した和解金の項目及び売却方針を踏

まえ、同年９月１５日に弁論準備手続が開かれ、同月１９日付で裁判所から

和解案が示されたため、和解内容及び今後の対応について検討する。 

３ 効果 

 損害賠償金は元金２３６３万２千円に利息を加えると３千万円を超えてお

り、強制執行等をしても回収額や期間は定かではないため、裁判所の和解案

により、確実に損害賠償金を回収することで、早期解決が図られる。 

４ 現状と課題 

 原告団からの弁護士報酬請求６３４万円に対して一時金として１００万円

のみ支出している状況であり、残金について協議を行う必要がある。 

５ 対応 

１ 和解案について 

 破産の場合と同等の支払を行うものであり、裁判所が和解の内容を相当と

判断しているため、了承することとしたい。 

２ 補正予算について 

 歳入については、和解金（1,129万5,362円）、仮差押担保金（400万円） 

を計上する。 

 歳出については、弁護士報酬（68万3,143円）その他実費（2～3万円）の

他に原告団への弁護士報酬の支払いがあり、金額が未定であるため、協議が

整いしだい、補正対応することとしたい。 

３ 議会等への説明について 

 和解の可否は最終的に議会の承認が必要であるため、上記１の和解、上

記の２のうち歳入予算について臨時議会に上程することとしたい。 

 なお、臨時議会の日程は、平成２９年１０月２５日とし、議案の配布・

説明は１０月１６日に行い、同日に原告団との協議の日程調整、報道機関

への対応を行うこととしたい。 

 また、原告団との協議については、請求額をそのまま支払う場合、法律

上必要のない過大な支払となる可能性もあるため、弁護士と相談する。 

６ スケジュール 

９月２７日：臨時議会の予定について説明 

１０月１６日：議運・議員全員協議会説明 

１０月２５日：臨時議会（和解・歳入補正予算） 

１０月２６日：第１７回弁論準備手続（裁判上の和解成立・仮差押取下げ）

１０月３０日：売買契約決済 

※原告団との協議後、１２月又は３月議会で歳出補正予算を上程する。 

７ 関連情報 

関係法令等 地方自治法第２４２条の３第２項の規定に基づく訴訟 

関係課 総務部総務課 

予算措置 和解についての議案と併せて、歳入補正予算案を提出 






